
 

 

 

当院は、平成２５年５月、地域医療支援病院として富山県より承認されました。 

 

【地域医療支援病院とは】 

紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域

医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え、地域医療の確保を図る病院として相

応しい構造設備等を有するものについて、都道府県知事が個別に承認しており、地域で

必要な医療を確保し、地域の医療機関との連携を図り、かかりつけ医を支援する地域中

核病院としての役割を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院での治療終了後について 
 患者様が当院での検査や必要な急性期の治療が終わり症状が落ち着かれたら、かかり

つけ医のところで再び治療を継続していただきます。万一、症状に変化が生じたときは、

かかりつけ医に相談していただき、かかりつけ医より当院へ連絡をいただき、状況に応

じて適切な対処をとらせていただきますので、ご安心ください。 

地域医療支援病院（厚生連高岡病院） 

患者さん 

かかりつけ医 厚生連高岡病院 

日常の病気治療・予防 

大病後の継続的治療 

より高度な 

検査・治療・入院 紹介状 

紹介状 

受診 

病状が安定・回復したら 

あなたの主治医は 

２人です 
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